
■■■■■■犬・ねこ等に関する資料①■■■■■■ 
  

動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年１０月１日法律第１０５号）抜粋 
  
（目的）  

第１条  この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて

国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動

物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的

とする。  
 
（基本原則）  

第２条  動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめ

ることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱

うようにしなければならない。  
 
（普及啓発）  

第３条  国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのっとり、相互に連携

を図りつつ、学校、地域、家庭等における教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めな

ければならない。  
 
（動物愛護管理推進計画）  

第６条  都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施

策を推進するための計画（以下「動物愛護管理推進計画」という。）を定めなければならない。  
 
（動物の所有者又は占有者の責務等）  

第７条  動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に

自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康

及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に

迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。  

２  動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正し

い知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。  

３  動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置

として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。  

４  環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めること

ができる。 
 
（犬及びねこの繁殖制限）  

第３７条  犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を

与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能

にする手術その他の措置をするように努めなければならない。  

 

第６章 罰則  
 

第４４条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に

処する。  

２  愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行なった者は、

５０万円以下の罰金に処する。  

３  愛護動物を遺棄した者は、５０万円以下の罰金に処する。  

４  前３項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。  

一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる  

二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの  
 

第４５条  次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。  

一  第２６条第１項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者  
 

第４６条  次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。  

一  第１０条第１項の規定に違反して登録を受けないで動物取扱業を営んだ者  



■■■■■■犬・ねこ等に関する資料②■■■■■■ 
 

家庭動物等の飼養及び保管に関する基準（平成１４年５月２８日環境省告示第３７号）抜粋 

 

第４  犬の飼養及び保管に関する基準 
  
１ 犬の所有者等は、さく等で囲まれた自己の所有地、屋内その他の人の生命、身体及び財産に危害を

加え、並びに人に迷惑を及ぼすことのない場所において飼養及び保管する場合を除き、犬の放し飼い

を行わないこと。ただし、次の場合であって、適正なしつけ及び訓練がなされており、人の生命、身

体及び財産に危害を加え、人に迷惑を及ぼし、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない場合

は、この限りではない。 
 

 ２ 犬の所有者等は、犬をけい留する場合には、けい留されている犬の行動範囲が道路又は通路に接し

ないように留意すること。 
 

 ３ 犬の所有者等は、頻繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著

しい支障を及ぼすことのないように努めること。 
 

 ４ 犬の所有者等は、適当な時期に、飼養目的等に応じ、人の生命、身体及び財産に危害を加え、並び

に人に迷惑を及ぼすことのないよう、適正な方法でしつけを行うとともに、特に所有者等の制止に従

うよう訓練に努めること。 
 

 ５ 犬の所有者等は、犬を道路等屋外で運動させる場合には、次の事項を遵守するよう努めること。 

 （１）犬を制御できる者が原則として引き運動により行うこと。 

 （２）犬の突発的な行動に対応できるよう引綱の点検及び調節等に配慮すること。 

 （３）運動場所、時間帯等に十分配慮すること。 

（４）特に、大きさ及び闘争本能にかんがみ人に危害を加えるおそれが高い犬（以下「危険犬」という。）

を運動させる場合には、人の多い場所及び時間帯を避けるよう努めること。 
 
６ 危険犬の所有者等は、当該犬の行動を抑制できなくなった場合に重大な事故を起こさないよう、道

路等屋外で運動させる場合には、必要に応じて口輪の装着等に努めること。 
 
７ 犬の所有者は、やむを得ず犬を継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養する

ことのできる者に当該犬を譲渡するよう努め、新たな飼養者を見いだすことができない場合に限り、

都道府県等（法第３５第１項に規定する都道府県等をいう。以下に同じ。）に引取りを求めること。 
 
８ 犬の所有者は、子犬の譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないように努めると

ともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡するよう努めること。また、譲渡を受ける者に対し、

社会化に関する情報を提供するよう努めること。  
   
第５  ねこの飼養及び保管に関する基準 
 

 １ ねこの所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び保管を行うことにより人に迷惑を及ぼすこと

のないよう努めること。 
 

 ２ ねこの所有者等は、疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持並びに周辺環境

の保全の観点から、当該ねこの屋内飼養に努めること。屋内飼養以外の方法により飼養する場合にあ

っては、屋外での疾病の感染防止、不慮の事故防止等ねこの健康及び安全の保持を図るとともに、頻

繁な鳴き声等の騒音又はふん尿の放置等により周辺地域の住民の日常生活に著しい支障を及ぼすこと

のないように努めること。 
 

 ３ ねこの所有者は、繁殖制限に係る共通基準によるほか、屋内飼養によらない場合にあっては、原則

として、去勢手術、不妊手術等繁殖制限の措置を講じること。 
 

 ４ ねこの所有者は、やむを得ずねこを継続して飼養することができなくなった場合には、適正に飼養

することのできる者に当該ねこを譲渡するように努め、新たな飼養者を見いだすことのできない場合

に限り、都道府県等に引き取りを求めること。 
 

 ５ ねこの所有者は、子ねこの譲渡に当たっては、特別の場合を除き、離乳前に譲渡しないよう努める

とともに、その社会化が十分に図られた後に譲渡をするように努めること。また、譲渡を受ける者に

対し、社会化に関する情報を提供するよう努めること。 
  


